
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周南市人権施策推進指針 

周 南 市 

令和８(2026)年３月 

～「市民一人ひとりの人権が尊重され、 

だれもが自分らしくいきいき輝くまち」をめざして～ 
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 我が国では、昭和２２（1947）年に施行された日本国憲法において、全ての国民

に基本的人権を保障しており、その具体化のため、これまでに様々な取組を行い、必

要な法制度の整備を進めてきました。平成１２（2000）年には「人権教育及び人権

啓発の推進に関する法律」を制定し、人権教育及び人権啓発の推進は国の責務として、

地方公共団体に対しても、国と連携を図りつつ、人権教育・人権啓発を推進するよう

規定しました。さらに、平成１４（2002）年には、この法律に基づき、「人権教育・

啓発に関する基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定しています。 

 山口県においても、人権に関する総合的な取組をより一層推進するため、平成 14

（2002）年に「山口県人権推進指針」を策定し、その後、社会情勢の変化や新たな

人権課題も生じていることから、平成２４（2012）年に改定しています。 

こうした中、本市でも、平成２４（2012）年に「周南市人権行政基本方針」を策

定し、人権課題の解決に向けて「山口県人権推進指針」の趣旨に沿った施策を実施し

てきました。 

しかしながら、近年、社会経済情勢の変化や国内外の動向とともに、インターネッ

トやＳＮＳを利用した誹謗中傷、外国人に対する排斥的な言動などの人権課題が顕在

化しています。加えて、「ビジネスと人権」※１をめぐる国際的な要請も高まっていま

す。 

こうした状況を踏まえ、令和６年には「山口県人権推進指針」が改定され、令和７

年には国の第２次「基本計画」が策定されました。また、これまで様々な人権課題の

解決に向け、個別の人権関連法の整備も進められてきました。 

本市においても、これらの趣旨を踏まえ、「周南市人権行政基本方針」を「周南市人

権施策推進指針」として、このたび見直すことといたしました。 

 

 

 

 

 

まちづくりの主役は市民です。一人ひとりの市民が、基本的人権の意義や人権尊重

の理念に対する理解を深め、さまざまな人権課題を自らの課題として受け止め、その

解決に向けて自主的、主体的に行動することが必要です。 

  この指針においては、すべての市民が、家庭、地域、職場、学校、施設、その他あ

らゆる場において、人としての尊厳が損なわれることなく、自分の人格が尊重され、

他人の人格を尊重して自由で平等な生活を営むことができるよう、一人ひとりがかけ

がえのない尊い生命の主体者であるという人権尊重を基本的な考え方として、「第 3

次周南市まちづくり総合計画」（令和７（2025）年３月策定）に掲げる「市民一人

１ 策定の趣旨 

２ 基本理念 

※１ 企業活動においても人権の尊重を求めるもの 
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ひとりの人権が尊重され、だれもが自分らしくいきいき輝くまち」を基本理念としま

す。 

 

 

 

 

 この基本理念に基づいた様々な取組を総合的に進めるため、県との連携を図りなが

ら、「じゆう（自由）」、「びょうどう（平等）」、「いのち（生命）」をキーワードとして

諸施策を推進し、人々が共に生きるまちの実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市が行う施策は、福祉、教育、文化、経済活動など多岐にわたっています。 

行政においては、日々の業務はもちろんのこと、施策の策定から実施にいたるまで、

人権尊重の視点をもって運営していかなければなりません。本市では、「山口県人権推

進指針」の趣旨を踏まえ、「市民一人ひとりの人権が尊重され、だれもが自分らしくい

きいき輝くまち」の実現のために、さまざまな施策について、人権尊重を基調とした取

組を推進します。 

（１） 人権尊重の視点に立った施策の推進 

３ キーワード 

４ 人権を尊重した行政の推進 

だれもが、人として大切にされ、自由で自分らしく生きる

ことができる地域社会の実現をめざします。 

このため、市民一人ひとりが、自由にものごとを考え、自

由の意義を理解し、自ら決定していくことが大切となります。 

だれもが、社会の一員として等しく参加・参画し、個性や

能力を十分に発揮できる地域社会の実現をめざします。 

このため、市民一人ひとりが、平等に権利を有しているこ

とを理解し、お互いの自由や生命を尊重する地域づくりに貢

献することが大切となります。 

だれもが、尊い生命の主体者として大切にされる地域社会

の実現をめざします。 

このため、市民一人ひとりが、かけがえのない生命を大切

にし、安心して安全に暮らせる地域づくりに貢献することが

大切となります。 

じ ゆ う 

（自 由） 

びょうどう 

（平 等） 

い の ち 

（生 命） 
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市のあらゆる施策について、市民の人権を尊重するという視点に基づき、市

政運営を行います。 

（２） 人権に配慮した行政の推進 

人権尊重の視点に立った業務の点検や見直し、情報公開の推進や個人情報の

保護、申請・届出などにおける迅速で公平な取扱、接遇など人権に配慮した取

組を推進します。 

（３） 市民が主体となる活動の推進 

市民が自らの力で人権尊重の理念を実践し、共有していけるよう、主体的な

活動の展開を促進します。 

 

 

 

   

 

市民一人ひとりが、基本的人権の意義や人権尊重の理念に対する認識を深めるとと

もに、個人の尊重を基本とした生命・自由・幸福追求の権利、法の下の平等といった、

基本的人権尊重のさまざまな視点からの取組を推進します。 

（１） 人権教育の推進 

「山口県人権教育推進資料」（山口県教育委員会）の趣旨を踏まえて、学校、

地域社会、企業・職場での人権教育に取り組みます。 

ア 学校における取組 

■ 学校教育のあらゆる場面において、児童生徒一人ひとりの人格を尊重

するとともに、人権教育の視点を踏まえた指導の充実を図ります。 

■ 互いを尊重し合い、コミュニケーションを大切にして学び合う学習を

推進し、身近な人権課題について自ら考え、解決しようとする児童生

徒の育成に努めます。 

■ 保護者や地域の人々と連携した多様な学習機会を提供し、学校と地域

社会が一体となった取組を推進します。 

イ 地域社会における取組 

■ 地域社会の実情や課題、住民の学習ニーズを踏まえ、市民センター等

でさまざまな学習機会を提供します。 

■ 地域社会において自主的な取組の推進を担うリーダーの養成とその資

質の向上を図ります。 

５ 人権教育・人権啓発の推進 
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ウ 企業・職場における取組 

■ 年齢、性別、国籍などが異なる多様な人が働きやすい職場環境を築け

るよう従業員の人権に対する理解を深めるさまざまな学習機会を提

供します。 

■ 法令遵守（コンプライアンス）や環境保護、情報管理など企業の社会

的責任について理解を深める取組を推進します。 

■ 「ビジネスと人権」に関し、企業への情報提供や研修等の実施を支援

します。 

■ 企業・職場の自主的な取組を支援し、講師の派遣や学習教材を提供し 

ます。 

（２） 人権啓発の推進 

ア 人権を尊重するという普遍的な視点からの啓発活動の推進 

■ ｢山口県人権推進指針｣及び｢周南市人権施策推進指針｣を市民に広く周

知するため、公共施設への配備や広報紙等へ記事の掲載を行います。 

■ 人権尊重の理解を深めるため、講演会やイベント等の啓発活動を実施

します。 

■ 広報紙やインターネット、各種刊行物などの広報媒体を活用し、人権

に関する情報を発信します。 

■ 企業・職場に向けた人権に関する情報や適切な資料の提供を行います。 

 

イ 市民の自主的な人権学習への支援 

■ 身近な施設に人権に関する資料を配備するなど市民が情報を得やすい

環境を整え、市民が自らの関心でいつでも学習機会がもてるよう努め

ます。 

■ 市民の人権学習への自主的な活動を促進するため、地域社会における

さまざまな団体の取組を支援します。 

ウ 効果的啓発手法の検討 

■ 映像の活用や、体験型の活動を取り入れるなど、効果的な人権啓発手

法を検討し、推進します。 

■ 周南地域の市町や周南人権擁護委員協議会など人権啓発活動に携わ

る機関等で構成する「周南人権啓発活動地域ネットワーク協議会」に

おいて、より効果的な啓発活動を検討します。 
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※２ 診療の目的や内容を納得できるように患者に説明し、了承を得て治療すること。 

  

 

   人権に配慮した施策の推進のため、市政に関わる職員等に対し、人権に関する研

修を充実します。 

（１）市職員等 

 市の行う施策は全て基本的人権の尊重を旨としており、施策を実施するに当

たっては、人権尊重の視点から常に見直していく必要があります。そのため、

実践的な人権感覚を身につける研修や個別の人権課題について理解を深める研

修の充実を図ります。 

  （２）教職員 

      教職員は、常に園児・児童・生徒の人権に配慮するとともに、教育活動全体

を通して人権尊重の意識を育む責任があり、自らが高い人権意識をもち、実践

する必要があります。本市では、「山口県人権教育推進資料」（山口県教育委員

会）に基づいて研修機会の充実を図ります。 

（３）保健・医療・福祉に携わる職員等 

   患者や利用者の人権の重要性を認識し、人権意識の高揚が図れるよう、人権

尊重の理解を深める研修の実施を働きかけ、適切な啓発資料の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

「山口県人権推進指針」の「分野別施策の推進」に基づき、本市の実情を踏まえな

がら、各分野の所管部署と連携して人権施策を計画的に推進します。 

○男女共同参画に関する問題 ○子どもの問題 ○高齢者問題 ○障害者問題 

○部落差別（同和問題） ○外国人問題 ○罪や非行を犯した人の問題 

○犯罪被害者と家族の問題 ○環境問題 ○インターネットにおける問題 

○プライバシーの保護 ○拉致問題 ○インフォームド・コンセント※２の推進 

○感染症の問題 ○ハンセン病問題 ○性の多様性に関する問題 

 

 

 

６ 市職員及び教職員等への人権に関する研修の充実 

７ 分野別施策の推進 
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 人権が尊重されたまちづくりを具体的に進めていくために、組織的な取組を充実させ

ます。 

 

（１） 「周南市人権施策推進審議会」 

基本的人権が尊重されたまちづくりに向けて総合的に取り組む諸施策（以下

「人権施策」）の実施のため、市民や有識者などで組織する「周南市人権施策推

進審議会」（以下「審議会」）において、市長の人権施策に関する諮問に対し、

審議や調査を行い、その意見を人権施策に反映します。 

（２） 「周南市人権施策推進連絡会議」 

人権施策の推進のため、庁内連携組織である「周南市人権施策推進連絡会議」

において、審議会の意見に基づく周南市の実態に合わせた取組を行政全体で共

有し、推進します。 

（３） 「周南市人権教育推進協議会」 

 人権教育を効果的に進めるため、各種団体、教育機関の代表者や学識経験者

からなる「周南市人権教育推進協議会」（以下「人推協」）において、人権教育

の総合的推進を図ります。 

 また、学校、地域、企業・職場のそれぞれに推進組織を設置し、支援するこ

とにより、人推協の方針に基づいた効果的な人権教育の推進に努めます。 

ア  学校人権教育連絡協議会 

     一貫性のある指導の充実のため、各園・学校の人権教育担当者が連絡・調整

を行います。 

イ  地域人権教育連絡協議会・地域ブロック人権教育推進協議会    

  市内を１０地区の地域ブロックに分け、主体的な取組を推進するとともに、

各ブロックの代表者が地域の課題や取組の情報交換を行いながら、地域社会

における効果的な人権教育の推進を図ります。 

ウ  企業職場人権教育連絡協議会 

  市内の企業・職場で情報交換を行いながら、企業・職場での人権教育を推進

します。 

８ 人権尊重まちづくり推進組織 
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じゆう（自由） びょうどう（平等） いのち（生命） 

９ 周南市人権尊重まちづくり推進図 

周南市まちづくり総合計画 

人権教育及び 
人権啓発の推進
に関する法律 

周南市人権施策推進審議会 

周南市人権施策推進連絡会議 

市民一人ひとりの人権が尊重され、だれもが自分らしくいきいき輝くまち 

個別の人権関連法 

山口県人権推進指針 

周南市人権教育推進協議会 

周南市人権施策推進指針 

各部・課で人権尊重の視点を踏まえた業務の具現化 

 

キーワード 

びょうどう 

（平等） 

じゆう 

（自由） 

いのち 

（生命） 

教育基本法 

日本国憲法 
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複雑・多様化する人権問題に迅速かつ総合的に対応するため、国・県・関係機関等と

の連携を深め、課題の解決に資する相談体制の構築を進めます。 

また、市民が人権に関する問題について気軽に相談できるよう、様々な広報媒体を通

じて相談機関の周知を図るとともに、関係職員や相談員の資質向上に努めます。 

あわせて、周南市人権施策推進連絡会議を中心に、庁内における相談体制の充実を図

ります。 

 

 

 

 

 人権施策を総合的かつ効果的に推進するためには、長期的な視点に立った取組が不可

欠です。このため、社会情勢の変化や新たな人権課題への対応を図る観点から、実態把

握に努めながら施策の成果や課題の検証を行い、必要に応じて指針の改定を行います。 

 

 

 

10 相談体制の充実 

11 指針の見直し 
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